
一

伝
嘗
「
却
来
花
』
に
イ駆う
と
こ
ろ

は
、
笑
は
、
そ
れ
た
け
で
あ
っ
て
ハ
却

運
の
展
囲
の
甲
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

肉
体
と
糟
神
の
結
台
柚
く
却
来
花
/

あ
0
。
世
阿
弥
ほ
ど
の
f
能
が
、
単
に

少ザ'

〈
見
り
れ
る
一
力
の
人
間
〉
で
あ
っ
た

}
{ウ 甘

与甘

タ

を,宇

噂ゾウ許
くτ浄ヴ
く塩 臥濟

{

轡

く"

る許

ぐ

}

時
く 許

汎

ー

く

点 蒔

●
ゴ
ソ
ホ
に
見
入
り
、
荷
燭
と
フ
ォ
ー

絶
対
に
近
代
圷
℃
ね
口
れ
信
ち
ら
為

5

戸
一
　ワ
ノオ
ー
と
揃
老
ー

刷
イ
リ

に
陣
に
て
σ
週
魔
と
し
て
湖
創
セ
と
ぞ

σ
コ
ワ、3
ζ
カ

♂、σ
a

劉
負
ニ
ヨ

て
し
プ
、
ナ
ノ
ズ

・̀

"
ジ
ナ
し

・
⊂

ク
ナ
ー
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
ガ
ル
ノ
ア
・
ロ

い
。

ユ
ミ
ナ
ソ

ン
」
ー
飾
画
ー
論
」
文
学

を
得
な
い
だ
う
つ
.
例
え
は
、
寺
山
馬

塚
を
訪
ね
、
反
戦
青
年
委
ー
-つ
い
て
畜

が
、
人
間
酎
だ
、」巴
2
よ
、
と
簿
い
t

O

り
＼

に

ゴ

↓
ト
コ

'
、

(
つ
づ
く
)

/

値隠 月幡日獅 う

,

1

1

,

ユ

1975年2月17日(月 曙 日)闘

0
名
の
結
集
で
勝
ち
取
っ
え
こ
と
、
八

麗
高
校
事
件
の
真
相
報
告
集
会
に
績
集

し
た
こ
と
等
の
報
告
が
行
な
わ
れ
、
議

案
直
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。

続
い
て
、
敦
養
部
の
理
学
部
・
文
学

一
部
・
経
済
学
都
有
志
に
よ
る
特
別
鵠
案

入
試
期
の
闘
争
破
壊
に
抗
し

教
養
部
長
団
交
も
か
ち
と
る

書
が
畏
出
さ
れ
κ
。

こ
の
議
塞
1
は
、
現
在
ス
ト
ラ
イ
キ

中
の
教
養
都
に
お
い
て
入
学
試
験
が
行

な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
学
生
自
治
を
》
ろ
う
と
す
る
立
場

か
ら
出
さ
れ
に
も
の
で
「入
試
を
口
実

と
し
た
闘
争
破
壌
を
断
し
て
許
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
」
か
ら
「教
養
都
で
入

試
を
例
年
行
な
い
、
本
年
も
そ
の
予
定

で
あ
る
文
・
理
。
経
の
各
学
部
に
対
し

て
入
試
を
強
行
し
な
い
こ
と
、
各
学
都

長
は
我
々
と
の
団
交
に
応
し
る
こ
と
を

要
求
ず
る
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

議
案
盲
は
以
上
の
二
つ
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
受
け
て
各
団
体
・
諸
個
人
か
ら
の

聾
口が
行
な
わ
れ
に
9

八
時
半
、
よ
う
や
く
代
議
賛
登
録
数

が
足
足
数
を
越
え
、
九
時
す
ぎ
に
一
般

討
論
は
打
ち
切
ら
れ
て
、
議
案
爵
を
提

出
し
κ
二
団
体
に
よ
る
総
括
霞
論
が
宥

な
わ
れ
κ
。

採
決
結
果
は
次
の
通
り
。

登
録
数
五
四
七
。
出
席
数
五

δ

。
過

半
数
二
杢

賛

反

保

粟

c
共
闘

鵬

器

40

娼

特
別
議
案
密

螂

/

/

!

今
回
の
代
議
員
大
会
に
提
出
さ
れ
た

反
弾

圧

の
輪

を

拡
げ

る

た

め

に

「救

援

ノ
ー

ト
」
(第
三
版
)

¥

2
0
0

「
フ

ソ
ー

ム
ア

ッ
プ

と

黙

秘

」
¥

1
5
0

救
援

ノ
ー

ト

・
応
用
編

「あ

な

た

に

の

び

る

ナ

チ

ス
の
手

を

断

て
」

¥

2
・
・

・機

関

紙

「救

援

」
(毎
月
10
日
発
行
)
¥

8
0

編
集

。
発
行
/
救
援
連
絡
セ
ン
タ
ー

菱

甕

港
区藩
翫

,罫

墨

運
馨

「関

西

救
援

セ

ン
タ
ー
」

発
行
/
関

西
救
援

連
絡

セ

ン
タ

ー

連
絡
先

大
阪
㎡
北
区
浪
花
町
一,
ユ

偲
話
∩
エ
ハ
(一二
七
二
)
Q
七
七
几

振

替
大
阪

七
三
九

一
ム

爆
取
弾
圧
の
全
体
を
知
る
た
め
に

反

爆

取

聾
号 号

¥

2
0
0

¥

2
2
0

編
集
・発
行
/
爆
取
弾
圧
と
闘
う
救
援
会
議

(注
文
は
救
援
遮
絡
セ
ン
タ
量
ま
で
)

土
田
邸
事
件
の
真
相
を
知
る
た
め
に

「暗
黒
星
雲
」攣
娯
麟
艦
離
W

第

三

号

(
自

白

特

集

一、の
一)

「高

い

壁

」

を

定

期

的

に
発

行

「日
石
」
「土
田
邸
」
及
び

「ピ
ー
ス
缶
爆
弾
」

フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
事
件
統

一
救
援
会

膨並舗
諄
訂

バ
現礁

識

実
録
「虚
構
解
体
」
其
之

一

¥

1
2
0
0

編
集

・
発
行
/

「警
視
総
監
公
舎
爆
破
未
遂
」

フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
事
件

「虚
構

解
体
」
編
集
委
員
会

(救
撮
邊
絡
セ
ン
タ
ー
で
取
扱
中
)

「
ミ

ヅ

ト

「
」

1
号
～
7
号

各

¥

2
0
0

発
行
/

ミ

ッ

ト

の

会

連
絡
先

横
須
血
巾
遣
拭
人
町
一
の
四
四

貝
川
力

「無
名
戦
士
の
橋
頭
塗

」

(被
告
人
冒
頭
陳
述
集
)

¥

3
0
0

続

編

(71
年
総

括

論
争

集
)
近
日
発
、冗

編
集
/
71
年
黒
ヘ
ル
ゲ
リ
ラ
戦
士
公
判
対
策

委
員
会

連
絡
先

渋
谷
区
ム
町
一
ー
r月
-

一
田
村
ん

氷
木
礎

産
岨
(

葭
ビ

」
こ

靱
九
月
四
日

"栄
養
分
析
表
"押
収
事
件
顛
末
資
料

¥

6
0

第

一
集

第

二
集

¥

1

0
0

発
行
/
神
田

ウ
ニ
タ
書
舗

連
箋

量

ウ
ニ・嘉

練
畷

肝詣

撫

咄卸逼

ヨ五謡

塁

案

舎
縢
囎
璽
雀

誹

九五璽

鍵

「
モ

テ

ソ
ク

通

信

」

モ
テ

ノ
ク
ー1
模

索
舎

「
わ
い
せ

つ
」

弾
圧

を
契
機

と
し
て

私
達

の
情

蝦
と
そ

の
流

通
機
構
を
も

っ
と
も

っ
と

拡
げ

て

い
こ
う

と
す
る
扱
術

委
員
会違

絡
先

東
京
都
新
宿
区
新
裕
一
丁
四
-
九

中
江
ピ
ル

模
索
舎
気
租

「叱
テ
ゾ
ク
」
坦
信
輪
集

帥

竃
語
Q
三
(
ニ
カ
ニ
)
三
九
賢
七

振
替
東
鼠

一
七
八

一
ユハ
幽

「冬

の

砦

」
晦
1
～
9

各
号

Y

5
0

続
集

・
発
行

「松
永
君
を
守
る
会
」

違
絡
事
猫
局更

京

鎌
倉
而
長
谷
三
上

一
ド

几

伊
い良
障
〃

一
V

一

L

電

証

G
四
ハL
(

本
呂
町
四
-
一
二

松
永
七
亟
4

埼毒

峰
話

C
四
ハ
ム
(
四
一
)
Q
台

入

沖
縄

那

覇
市
首

里
儀
保
町

二
ー
=
ニー
⊇

松
八
孝
子
力

み
ど
り
ア
パ
ー
ト

「守

る
会
通
信
」

う

ー
～
8

各

¥

5
0

編
集
・
発
行
/

富
士
高
校
放
火
事
件
被
告

加
納
君
を
守
る
会
事
務
局

遮
絡
先

東
京
都
杉
並
区
尚
円
寸
南

一-
十
二
ー
十
ム

電
話
〇
三
(ゴ
=
二
)
一
一六
八
Q

石
井
力

「支
援
通
信
」毎
木
曜
刊

月

¥

2
0
0

発
行

/

沢
崎
悦
子
さ
ん
の
自
由
を
と
り
も
ど
す
会

連
絡
先

尼
崎
甫
東
冨
松
¥

敷
h
七
一

西
冗
春
々

慨

話

〇
六
(
四
二

9

五
二
二
九

》

連
赤

公
判

ニ
ュ
ー

ス各
号

¥

1
0
0

発
行
/
連
合
赤
軍
公
判
対
策
委
員
会
世
話
人
会

連
絡
先

棄
哀
都
新
僧
区

一硬
町
ハ

好
巣
君
二
匂

振
蓬

鼠

一

九

一

Q

一

八

「柳

城

通

信

」
(毎
月
皆

発
行
)¥

1
0
0

発
行
/
伝

習

館

救

援

会

楠遇
絡
先

観慨
岡
南
東
F
向
松
口
地
パー
廿
丈
ハ

鴨
話
〇
九
二
(
へ
几

)
二
二
竜

O

'

6
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闘聯距

コ

巳

ヨ
ン
;
'ク

　救援
の
よ
ぴ
か
け

ー

在
日
麓
国
人
高
乗
沢
氏
(海
外
絞
術

,
者
研
馨
協
会
闘
西
研
修
セ
ン

タ
ー
験

員
)
が
一時
帰
郷
中
、
ス
パ
イ
容
疑
で

糞
國
甲
央
情
職
部

(K
C
工
A
)
に
よ

り
ソ
ウ
ル
で
遠
捕
さ
れ
た
こ
と
は
、
昨

年
4
月
半
ば
、
日
本
に
お
い
て
も
各
績

で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
さ
る
10

月
n
日
、
高
氏
が
懲
役
10
年
。
資
格
停

止
n
年
の
刑
を
霊
告
さ
れ
た
こ
と
、
翌

日
瞳
ち
に
控
訴
の
手
続
き
を
と
っ
た
こ

と
は
全
く
職
道
さ
れ
ず
に
篶
っ
て
い
ま

す
.高

氏
は
い
わ
ば
無
名
の
一
市
風
に
す

ぎ
ま
せ
ん
.
ま
た
こ
の
よ
う
な
事
件

は
既
臆
目
新
し
い
事
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
.
し
か
し
、

私
遷
は
商
氏
の
友
人
・
知
人
と
し
て
、

こ
の
事
件
を
で
き
る
だ
け
広
く
大
勢
の

方
々
に
お
鮒
ら
せ
し
て
、
ご
理
解
と
こ

窃
力
を
お
顧
い
し
だ
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
.
ま
π
、
既
に
カ
ン
パ
・
署
名
等

の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
も
、

あ
ら
た
め
て
一層
の
ご
協
力
を
お
願
い

す
る
次
第
で
す
。

嵩
乗
沢
氏
は
麓
国
済
州
進
の
高
校
を

卒
業
後
、
勉
挙
の
た
め
単
身
渡
日
し
、

一九
六
〇
年
東
京
大
学
に
入
学
、
六
九

年
三
月
大
学
院
修
士
課
程
(経
済
学
修

士
)
を
了
え
た
あ
と
、
同
年
七
月
霜
団

法
人
海
外
技
術
巷
研
修
協
会
に
穀
四
語

通
訳
と
し
て
就
職
、
七
二
年
同
協
会
関

西
研
修
セ
ン
タ
ー
に
転
動
し
、
現
在
に

至
つ
て
い
ま
す
。

高
氏
は
昨
年
(七
四
年
)
三
月
二
六

日
、
済
州
道
に
年
老
い
だ
O
両
親
を
見

舞
う
泥
め
に
、
夫
人
と
二
人
の
お
子
さ

ん
と
共
に
渥
麓
さ
れ
ま
し
た
。
敬
日
聞

楽
し
い
日
々
を
過
こ
し
、
四
月
四
日
ソ

ウ
ル
に
お
も
む
い
κ
と
こ
ろ
を
空
港
に

お
い
て
突
然
申
央
情
報
部
に
よ
り
逮
捕

さ
れ
た
も
の
で
す
。

申
央
情
報
都
は
四
月
一八
日
、
薔
氏

を
含
め
国
際
基
響
教
大
学
助
教
授
金
栄

作
氏
な
ど
五
名
を
、
「統
一戦
線
形
成

ス
パ
イ
網
寝
件
」
容
疑
で
逮
捕
し
た
こ

と
を
発
衷
、
五
月
二
二
日
、
ソ
ウ
ル
地

方
検
察
庁
は
高
氏
ほ
か
一名
を
国
家
保

蜜
法
違
反
・
反
共
法
違
反
。
ス
パ
イ
罪

の
容
疑
で
起
訴
し
ま
し
た
。

第
㎜
回
公
判
は
七
月
一九
日
に
開
か

れ
、
一
〇
月
一日
に
無
期
求
刑
、
一
〇

月
一
一
日
に
は
既
に
前
記
の
判
決
か
下

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
蓮
め
方
を
見
ま

す
と
、
裁
判
で
は
計
六
回
の
公
判
を
唾

じ
て
果
た
し
て
事
実
に
も
と
つ
く
充
分

な
蓄
理
を
尽
く
し
て
き
た
と
言
い
切
れ

る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
間
を
私
達
は

ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
懲

役
一Q
年
資
裕
停
止
一
〇
年
と
い
う
刑

の
量
さ
に
暗
然
と
な
る
と
同
時
に
、
こ

れ
が
ど
う
い
う
過
程
で
決
め
ら
れ
に
の

だ
ろ
う
か
を
考
え
て
簾
然
と
な
ら
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

結
局
、
こ
の
論
判
に
お
い
て
は
、
起

訴
事
実
を
裏
付
け
る
よ
う
な
証
拠
は
臭

体
的
に
は
何
ひ
と
つ
出
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
加
え
て

検
事
側
証
人
で
す
ら
、
私
達
か
ら
み
る

と
高
氏
の
冤
罪
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う

な
証
言
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
す
れ
は
判
決
は
被
告
た
る
高
氏
の
自

臼
の
み
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
と
し
か

考
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
.
し
か
も
そ

の
自
自
が
ど
う
い
う
状
況
の
下
で
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
い
っ
た
ん
自
臼

し
κ
こ
と
を
法
廷
で
否
定
す
る
こ
と

が
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
る
の
か
、
等
々

を
考
え
る
と
、
私
達
は
今
回
の
判
決
に

は
ま
す
ま
す
深
い
疑
問
を
覚
え
る
と
い

わ
ざ
る
喬

ま
せ
ん
。

商
氏
は
判
決
の
あ
っ
た
翌
日

(
「
O

月
「
二
日
)
、
底
ち
に
理
訴
の
手
続
を

と
り
ま
し
た
。
控
訴
審
は
本
年

(七
五

年
)
二
月
中
旬
こ
ろ
か
ら
三
回
乃
圭
四

回
で
終
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
議
す

私
達
、高
乗
沢
氏
を
ま
も
る
関
西
の

会
は
関
西
在
住
の
高
氏
の
友
人
。
知
人

な
ど
、
高
氏
の
裁
判
の
成
行
を
心
配
す

る
者
が
紹
成
し
て
い
る
会
で
す
。
ζ
れ

ま
で
多
く
の
人
た
ち
の
協
力
の
下
に
、

一
」千
名
を
こ
え
る
署
名
に
よ
る
喚
願
沓

を
人
軌
領
・
判
翁
に
麗
出
し
、
公
正
な

裁
判
と
人
道
的
取
扱
い
を
塁
謂し
て
き

ま
し
π
。
さ
ら
に
、
控
訴
寄
に
向
け

て
、
第
二
次
の
覇
名
を
行
な
っ
て
き
ま

し
κ
.
ま
た
公
判
に
は
で
き
る
限
り
樋

聴
し
、
そ
の
わ
ず
か
な
機
会
に
高
氏
と

顔
を
合
わ
せ
、
激
勘
し
て
き
ま
し
た
。

今
後
二
審
に
お
い
て
も
、
私
達
は
公
判

亭
傍
聴
す
る
こ
と
に
よ
り
高
氏
を
励
ま

し
、
ま
た
多
数
の
協
力
に
よ
る
署
名
に

よ
る
嘆
腰
を
再
度
提
出
し
て
、
な
に
よ

り
も
ま
ず
戴
判
が
高
氏
の
翼
の
主
張
に

耳
を
傾
け
る
も
の
に
な
る
こ
と
、
そ
の

過
程
で
の
高
氏
に
対
し
て
常
に
人
道
的

な
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
搬
な
配
慮
な
ど

を
求
め
て
い
き
だ
い
と
考
え
て
い
ま
す

以
上
述
へ
た
こ
と
と
、
以
下
に
載
せ

た
資
料
を
読
み
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
多

く
の
人
の
深
い
洞
察
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
カ
ン
パ
,
要
講
ハ
ガ
キ
運
動

・
会
へ
の
参
加
な
ど
に
よ
り
、
私
達
の

活
劇
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

そ
し
て
ソ
ウ
ル
で
行
な
わ
れ
て
い
る
高

氏
の
裁
判
に
対
し
て
、
深
い
閥
心
を
お

寄
せ
い
だ
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
幽
い
し

ま
す
。　これ

ま
で
の
経
過

【薦
一回
公
判
】
は
昨
年
七
月
十
九

日
、
ソ
ウ
ル
地
方
法
院
一
[
七
号
法
延

で
開
か
れ
ま
し
κ
。
こ
の
公
判
で
は
、

鵡
判
蚤
の
人
足
尋
問
の
後
、
検
事
尋
間

に
移
り
、
検
毒
が
早
口
に
起
跡
状
を
碗

み
、
被
億
高
氏
の
同
意
を
求
め
て
行
く

と
い
う
や
り
方
で
通
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
起
訴
都
実
と
さ
れ
て
い
る
の
は

①
大
学
在
学
当
時

(
一
九
六
Q
年
曖
)

在
日
本
朝
鮮
人
留
学
生
同
盟
に
加
入
②

の
ち
に
労
働
覚
に
入
党
③
「北
」
の
工

作
員
の
手
先
と
し
て
、
民
団
、
留
学
生

韓
国
か
ら
の
研
修
生
に
対
し
て
「
北
」

の
政
策
竃
伝
を
行
な
っ
た
等
の
裏
で
あ

り
ま
す
。

高
氏
は
臼
い
上
衣
の
肘
の
上
か
り
青

具
体
的
証
拠
は
何

一 い
ひ
も
で
聰
ら
れ
た
姿
で
、
立
っ
た
ま

ま
尋
閤
に
答
え
ま
し
た
。
た
て
つ
づ
け

の
検
事
の
尋
問
に
対
し
て
高
氏
が
ど
れ

程
自
分
の
主
張
を
す
る
余
地
か
あ
っ
た

の
で
し
ょ
つ
か
。

こ
の
公
判
に
は
「関
西
の
会
」
及
び

東
京
の
「
高
飛
沢
さ
ん
を
守
る
会
」
代

凝
二
名
が
樋
聴
し
、
開
廷
前
に
、
高
氏

に
向
か
っ
て
「
尚
先
生
の
た
め
に
二
千

人
か
、
二
千
人
が
大
統
領
閣
下
に

・」

と
叫
び
、
高
氏
は
ゆ
っ
く
り
と
う
な
ず

き
よ
し
た
。
又
、
閉
廷
後
、
汐
院
の
建

物
を
蘭
氏
が
他
の
被
告
と
数
珠
つ
な
ぎ

に
な
っ
て
出
て
く
る
時
、
近
よ
っ
て
手

を
還
し
出
そ
う
と
し
て
智
守
に
は
ね
か

え
さ
れ
ま
し
た
が
、
高
氏
は
麗
や
か
に

「あ
り
が
と
う
」
と
垣
え
て
い
ま
す
。

朴
大
統
領
宛
の
署
名
簿
一
、
七
四
〇

名
分
と
井
永
哲
判
事
あ
て
の
署
名
簿
は

公
判
の
訂
日
十
八
日
に
提
出
し
ま
し
た

【第
二
回
公
判
】
は
当
初
、
八
月
二

十
三
日
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

急
拠
、
九
月
六
日
に
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
の
ち
に
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す

と
、
夏
期
休
延
期
間
終
了
後
の
大
幅
な

人
斜
異
動
の
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

り
尚
氏
の
裁
棚
の
担
ヨ
裁
判
冒
、
検
罫

も
か
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
公
圃
は
裁
判
長
と
検
事
が
史
識

し
て
聞
も
な
い
た
め
か
、
検
事
は
出
延

せ
ず
、
癒

長
み
ず
か
ら
起
誹
状
を
基

に
、
前
回
の
検
事
尋
問
と
同
じ
こ
こ
を

尋
問
す
る
と
い
つ
、
変
則
的
で
笑
質
上

の
審
理
の
雌
展
は
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん

「
関
西
の
会
」
の
代
曳
は
渡
斡
し
ま

し
た
か
、
諸
々
の
理
由
で
哩
接
傍
聴
す

る
こ
と
は
で
き
す
、
第
二
次
集
計
の
著

名
簿
、
大
統
領
冤
「

一
〇
一名
、
判

事
宛
一
、
〇
九
一名
分
の
提
出
の
手
配

を
し
て
帰
国
し
ま
し
た
。

つ
無
く

「自

白
」の
み
を

根

拠

に
「懲
役

十
年
」

【第
三
回
公
判
】
は
九
月
十
七
日
に

開
か
れ
ま
し
た
.
こ
こ
で
は
、
記
訴
状

の
菰
点
的
な
内
容
に
沿
っ
て
弁
護
士
尋

問
が
行
な
わ
れ
ま
し
だ
が
、
驚
い
た
こ

と
に
、
七
月
十
日
に
高
氏
に
対
し
て
矯

導
所
内
の
人
に
「北
」
の
宣
伝
を
し
丸

と
い
う
こ
と
で
追
起
訴
が
行
な
わ
れ
て

お
り
、
こ
の
公
判
の
冒
頭
に
検
事
か
ら

追
起
訴
の
申
し
立
て
が
あ
り
ま
し
た
.

高
氏
は
成
、
太
両
弁
護
士
の
尋
問
の

中
で
、
学
生
時
代
に
留
学
生
同
盟
の
支

部
長
を
し
た
こ
と
、
起
訴
状
に
い
う
反

国
家
的
人
物
と
接
触
し
た
こ
と
は
認
め

る
が
、
当
時
は
平
和
統
一
路
線
に
賛
同

す
る
と
こ
る
を
見
い
出
し
て
い
た
か
ら

で
あ
り
、
決
し
て
「工
作
蝋
」
に
包
摂

さ
れ
、
指
令
の
ま
ま
同
胞
に
対
ず
る

「工
作
」な
ど
を
行
な
つ
た
こ
と
は
な
い

と
い
う
立
揚
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

第
二
回
公
判
に
当
た
つ
て
は
、
私
た

ち
は
不
安
の
念
に
か
ら
れ
な
が
ら
も
結

果
削
に
は
代
表
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
だ
。

【第
四
回
公
判
】
は
九
月
二
十
四
目

開
か
れ
、
こ
の
公
判
で
は
、
弁
護
側
証

人
の
尋
問
が
行
な
わ
れ
ま
し
九
。
証
人

は
二
名
で
、
い
ず
れ
も
研
修
協
会
の
研

修
生
と
し
て
尚
民
と
接
し
だ
人
で
す
。

証
人
に
対
し
て
商
弁
捜
士
と
検
事
か

ら
尋
問
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
尋
聞

の
内
谷
は
、
①
高
氏
と
証
人
の
関
係
②

旬
摂
活
動
を
う
け
た
か
③
高
氏
の
平
生

の
思
想
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
π
か
、
又

政
治
的
な
循
を
し
た
か
④
商
氏
の
研
修

協
会
で
の
任
務
、
一
般
的
な
態
度
、
研

修
生
の
評
判
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
に
裟
約
さ
れ
、
こ
れ

に
対
し
、
画
証
人
は
、
は
っ
き
り
し
迄

態
度
で
、
①
高
氏
は
研
修
協
会
の
通
訳

と
し
て
自
分
た
ち
に
日
本
語
を
教
え
た

②
翼
習
に
珍
っ
て
か
ら
の
"
哉
で
入

院
し
た
時
な
ど
同
胞
愛
か
ら
尽
力
し

て
く
れ
κ
③
会
柱
側
の
待
遇
改
善
間

題
に
つ
い
て
も
親
爵
で
相
談
に
乗
っ
て

く
れ
た
④
短
い
期
間
の
交
際
で
あ
り
声

私
的
な
つ
き
あ
い
も
な
か
っ
た
の
で
、

局
氏
自
身
の
思
想
に
つ
い
て
は
ま
っ
κ

く
知
り
な
い
⑤
し
か
し
政
治
的
な
話
を

し
た
こ
と
も
な
い
し
、
自
分
た
ち
k
包

摂
活
動
を
し
た
こ
と
も
な
い
⑥
平
乱
疑

わ
し
い
態
度
も
な
か
っ
た
し
、
「般
研

修
生
の
評
判
も
良
か
っ
た
、
と
い
う
農

旨
の
彗
阿を
し
ま
し
κ
。
こ
の
後
、
裁

判
長
か
ら
前
回
の
公
判
で
の
晶民
の
陳

述
の
再
確
詔
か
行
な
わ
れ
、
検
事
側
証

人
の
串
講
が
あ
り
ま
し
た
。

第
四
回
の
公
判
に
は
「関
西
の
会
」

の
代
典
か
傍
聴
し
、
高
氏
と
顔
を
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
、
苔
干
や
せ
て
い
る

が
、
健
康
状
態
は
艮
い
よ
う
で
あ
り
、

法
廷
で
も
し
つ
か
り
し
た
態
度
で
あ
♪

た
と
い
う
こ
と
が
砲
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
第
五
圓
公
判
】
は
十
月
一
日
に
開

か
れ
よ
し
た
。
公
判
は
、
検
扇
側
証
人

に
対
す
る
聯
問

(検
娯
、
弁
護
士
、
判

事
の
順
)
、
求
刑
、
戌
、
太
面
弁
護
士

の
最
終
津
論
及
び
李
臓
容
氏
の
弁
護
士

の
最
終
弁
A哩
蕎
氏
の
最
終
陳
、恥
の
順

に
逸
め
ら
れ
ま
し
た
。

検
婆
側
翫
人
は
七
名
で
こ
の
6
ち
こ

名
は
氾起
酔
に
ん
す
り
臥人
e
、
旧
し

矯
導
所
に
収
吾
ご
れ
て
い
る
人
て
す

か
、
そ
の
託
口の
中
で
も
「
北
」
かり乙

力
印
に
頚
讃
す
る
よ
つ
ち
こ
と
は
な
か

っ
た
こ
と
か
明
り
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
上
名
の
趾

目の
中
で
は
、

ハ
∬
年
一
月
の
目
比
谷
公
園
の
集
ま
り

に
、
尚
氏
と
と
も
に
参
加
し
た
、
高
氏

の
自
毛
に
わ
ノ
吃
隠
、
爺
日
成
の
省
作

が
あ
っ
た
日
小
の
糺
済
状
態
な
ど
に
つ

い
て
心
し
た
こ
`
が
あ
る
、
政
治
に
関

心
は
あ
っ
L
ら
し
い
、
も
ど
の
こ
と
か

示
唆
さ
れ
よ
し
た
か
、
高
氏
か
ら
共
産

学
義
・
村
会
ヱ
轟
。
勢
働
錨
に
つ
い
て

話
さ
れ
た
崩
⊥
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
起
訴
事
実
の
核
心

に
ふ
れ
る
証

四を
て
き
る
証
人
は
一
人

も
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
芯
中
で

「
証
拠
認
査
終

り
」
の
皆
.1
臼が
さ
れ
、
即
刻
、
検
恥

は
、
あ
る
だ
つ
に
一
人
の
証
言
内
容
を

根
拠
と
し
て
、
「
高
は
無
期
、
李
は
三

年
」
と
い
う
求
刑
を
行
な
い
ま
し
に
。

成
、
太
両
弁
護
士
は
、
最
終
弁
論
に

お
い
て
、
①
高
氏
は

「指
令
を
う
け
て

活
勤
」
し
た
事
実
は
な
い
こ
と
②
一念

年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
起
跡
亭
実
は
仮

に
事
実
だ
と
し
て
も
時
効
で
あ
る
こ

と
、
を
骨
子
と
し
て
成
弁
護
土
は
無
罪

を
、
太
弁
護
士
は
情
状
酌
量
の
上
、
執

行
猶
予
を
、
そ
れ
ぞ
れ
誠
意
を
も
っ
て

主
張
さ
れ
、
最
終
弁
論
の
終
ケ
に
日
本

か
り
の
嘆
願
欝
を
提
出
し
ま
し
κ
.
太

弁
震
士
の
最
終
弁
論
の
最
中
に
検
事
は

退
席
し
ま
し
た
.

高
鼠
は
、
乎
欄
統
一
を
蹟
,
て
い
κ

達

絡

先

}一一

〒

ハ
五
八

[「

こ
と
、
研
修
4
が
祖
国
の
た
め
に
つ
く

し
て
も
ら
い
プ
い
と
い
つ
コ
場
ζ
4
こ

て
き
た
と
い
う
塁
盲
の
最
終
陳
ゆ
る
し

っ
か
り
し
光
口
調
で
行
な
い
ま
し
た
.

こ
の
公
刊
に
も
「闘
西
の
会
」
の
代

長
か
構
嬬
し
、
高
氏
を
は
げ
法
す
こ
と

が
で
さ
ま
し
た
。
渡
韓
し
た
代
衣
は
、

法
廷
の
傍
聴
席
の
後
の
ト
ア
が
あ
く
た

び
に
、
こ
の
時
し
か
顔
を
台
わ
せ
る
こ

と
の
て
き
も
い
、
家
飲
・
友
人
の
姿
を

求
め
⇔
、
被
色
腐
に
座
っ
て
い
る
人
た

ち
の
視
嵐
に
合
い
、
高
氏
を
器
め
る
こ

と
が
で
き
κ
時
、
ど
ん
な
困
難
が
あ
6

つ
と
両
鼠
を
ざ
さ
凡
る
た
め
に
、
樋
会

を
の
が
さ
ず
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
と
い
つ
こ
と
を
油
懐
し
て
お
り

ま
す
。

【判
決
公
判
】

(塘
ハ
回
公
雌
)
は

十
目
十
一
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。
超
訴

以
来
、
約
土
ヵ
月
半
に
な
り
ま
す
9

ソ
ウ
ル
地
戴
は
疏
氏
に
「懲
役
十

年
、
資
格
停
且
十
年
」
の
判
決
を

Rい

渡
し
ま
し
た
。
尚
氏
と
同
時
に
裁
判
の

行
な
わ
れ
た
李
鳳
谷
氏
は
「懲
役
一
年

六
カ
月
、
執
行
猶
予
三
年
」
の
判
決
を

う
け
ま
し
た
。

判
決
に
際
し
て
、
高
ム
の
谷
疑
の
つ

ち
、
学
生
時
代
の
活
動
に
閾
し
て
は
一

部
免
跡
と
な
っ
た
部
分
か
あ
り
ま
し
κ

が
、
「
無
期
淑
刑
」
「
懲
役
十
年
」
の

珂
決
と
い
つ
過
盤
な
現
笑
に
今
更
の
よ

う
に
驚
き
山
題
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
.

【控
訴
】
十
月
十
二
目
、
高
氏
ぽ
向

弁
魂
上
と
柑
談
の
う
え
ノ
ワ
ル
向
等
湿

院
に
控
㌫
の
手
続
を
取
り
ま
し
た
。
第

一
笥
開
始
は
今
年

一月
頃
の
'
冗
で
f

穴郁寓

ロ

高
乗
沢
氏
を
ま
も
る
関
曲
の
会

}
嘩

神
戸
市
東
灘
区
岡
本
8
1
9
1
1

甲
南
大

子
経
済
学
部
滝
沢
研
究
至
内

一

(郵
便
振
菖

座

神
戸
7
4
1
0
8
比

5

,

,

.・
甲
甲
90

.

・

7

,

.
M

鯛

昨
年
十
月
二
十
}
日
、
東
哀
麗
裁
寺
尾
は
、
無
案
の
部
馨

川
一

騨

雄
民
に
「無
胴
懲
役
」
と
い
6
差
別
脅
認
判
決
を
下
し
、
狭
山
義
別
裁

剛
判
糾
弾
闘
争
に
対
し
て
真
向
か
ら
敢
対
し
て
く
る
と
い
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ア

欄㎜

ソ
ー
の
蚊
治
的
意
志
を
小
し
た
.
そ
の
剛
々
日
、
十
月
二
十
九
日
に
、

噛

他
の
四
人
の
戦
士
と
共
に
東
墓
尚
裁
に
突
入
、
長

』
遣
を
占
拠
し
て
、

判
決
公
判
夷
力
糾
弾
の
熾
火
を
上
げ
だ
哨
野
止
人
召
が
、
自
b
の
闘
い

　

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
「行
川
・
血
戦
土
と
夫
に
闘
う
会
」
へ
の
結

集
を
呼
び
か
け
る
ア
ピ
ー
ル
を
、
東
鼠
拘
置
所
よ
り
本
社
編
集
部
に
送

一

っ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
。

(編
集
部
)

酬

,

,

曹

「}帝
国
主
識
ブ
ル
ノ
コ
ア
政
府
打
倒
ー
ノ

ロ
レ
タ
リ
〆
・
ノ
ヴ
ィ
エ
ト
権
力
樹
1

全
て
の
友
人
渚
君
ー
狭
山
Y
ユ別
裁
則

糾
弾
闘
争
-
都
落
解
放
闘
螢
を
闘
つ
女

人
諸
君
ー

私
は
、
昨
年
十
月
二
十
九
日
、
目
前

に
迫
る
m
・
a
判
決
攻
撃
に
対
し
、

「狭
山
差
別
裁
判
実
力
料
弾
ー
無
淀
の

都
落
青
年
脅
川
一
雄
氏
即
時
実
力
奪
雌

/
日
共
・
藪
マ
ル
解
体
・
絶
滅
ー
日
ム

ー
」
を
か
か
げ
、
東
バ
薗
裁
ー
d
廿
冨

僚
機
構
へ
の
突
入
占
拠
の
躍実
か
泌

弾
μ
を
闘
い
放
き
、
今
、
東
愈
拘
置
所

に
他
の
四
名
と
、
そ
し
て
、
石
川
一
雄

氏
と
共
に
、
断
固
と
し
ぐ
獄
中
闘
争
篭

闘
っ
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
統
一戦
瓢

の
「戦
⊥
で
す
。

昨
年
十
月
三
十
一日
、
東
京
高
載
i

胃
寺
尾
は
、
十
二
年
に
及
ぷ
獄
中
闘
争
を

不
退
転
で
闘
う
無
実
の
部
落
昂
石
川
一

雄
民
と
、
三
百
万
都
落
大
衆
、
労
働
者

人
禺
の
差
別
糾
弾
の
闘
い
に
真
向
か
ら

敵
対
し
、
「
無
期
懲
役
胴
実
質
死
刑
」

と
い
う
反
車
命
差
別
判
決
を
打
ち
下
し

た
。
我
々
は
、
こ
の
挫
別
判
決
に
満
身

の
煮
え
た
ぎ
る
怒
り
を
も
つ
て
糾
弾
す

る
と
共
に
、
実
力
粉
砕
ー
戸但
川
奪
還
/

東
殉
解
体
/
狭
山
闘
争
の
勝
利
に
回
け

闘
い
を
打
ち
こ
た
冗
㌧
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。

こ
の
判
決
で
寺
尾
は
、
命
て
の
論
点

に
於
て
鎗
一
皆
判
決
を
谷
認
し
、
捜
盒

ー
第
一笛
を
貰
く
部
蕩
差
別
に
基
く

「犯
人
ア
リ
チ
上
げ
」
を
追
認
し
「
別

件
逮
捕
は
違
法
で
は
な
い
。
供
述
調
査

に
は
任
愈
性
が
あ
る
。
原
判
決
の
纂
実

認
遣
は
細
都
に
於
て
は
と
も
か
く
、
祉

ノ
ロ人
か
犯
人
で
あ
る
と
い
う
氏
筋
に
お

い
て
誤
り
は
な
い
」
と
並
へ
あ
げ
「偶

然
的
な
要
素
が
亘
な
っ
た
犯
行
だ
つ

た
。
台
川
は
、
十
分
悔
恰
の
惰
を
小
し

て
い
た
の
で
、
死
刑
は
ド
す
さ
、
無
期

懲
役
に
処
づ
」
と
粘
論
つ
け
て
い
る
の

だ
.世

界
擬
本
土
義
の
危
機
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
階
級
支
配
の
根
底
的
崩
壊
の
危
機
に

あ
っ
て
、
戦
後
最
大
と
い
わ
れ
る
経
済

的
、
政
治
的
危
機
の
な
か
で
、
支
配
階

級
は
そ
の
危
機
の
突
破
を
、
朝
蝉
情
勢

の
激
吻
の
申
、
フ
ォ
ー
ド
の
来
目
・
訪

韓
を
遺
し
て
の
煤
革
命
階
級
同
盟
の
再

編
・
強
化
、
天
罎
制
を
頂
点
と
す
る
帝

国
工
義
国
民
統
合
の
晃
遂
を
な
し
き
ら

ん
と
図
っ
て
い
る
。
(大
玉
の
小
面
剛

な
政
樹
へ
の
登
場
は
今
秋
の
大
誘

米

を
も
っ
て
全
凹
化
せ
ん
と
し
て
い
る
)

石
川
一
雄
鼠
に
倉
罪
判
決
を
強
行

し
、
都
浩
解
放
闘
争
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

革
命
運
動
と
粘
び
つ
き
一歩
突
出
せ
ん

と
す
れ
ば
、
組
織
解
体
弾
圧
を
加
え
、

一
力
で
、
部
落
鮮
放
闘
争
の
躍
「健

の
「
公
正
裁
判
要
求
路
線
」
の
総
破
産

を
当
然
に
も
實
筥
さ
れ
た
.
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
大
衆
的

怒
り
の
爆
発
を
抑
圧
し
、
「最
高
諭
が

あ
る
」
な
ど
と
幻
想
を
も
つ
こ
と
は
遇

対
許
さ
れ
な
い
。

ま
さ
に
我
々
は
、
「切
の
潮
流
が
、

口
に
躍決
載
幽
を
謡
り
、
厚
党
"
を
冶

り
、
「公
止
裁
判
喪
求
路
線
」
の
碓
産

の
右
翼
的
紛
括
と
し
て
の
「
完
全
蕪
躍

判
決
要
訳
路
線
」
1
糾
弾
の
放
葉
ー
へ

と
ナ
ダ
レ
を
う
っ
て
武
装
解
除
し
て
い

く
こ
と
に
対
し
、
九
-
十
月
政
満
決
戦

を
、
全
国
職
協
ー
学
園
-
地
区
を
貫
く

ゼ
ネ
ス
ト
ー
史
力
決
起
を
背
景
に
、
政

唐
-
高
裁
ー
東
拘
へ
の
実
力
巡
攣
戦
を

機
勤
隊
を
残
滅
し
闘
い
抜
き
、
「公
止

裁
判
要
よ
路
線
」
と
の
訣
別
を
明
確
に

蓬
護
匪
甕
藥
講

宕

垂

2

一

ヨ

五
戦
士

ア

ビ
ー

ル

で
あ
6
。

ま
さ
に
、
部
落
差
別
に
一切
言
及
せ

ず
、
予
断
と
偏
見
に
基
づ
き
、
部
落
差

別
に
打
ち
固
め
ら
れ
た
反
革
命
差
別
判

決
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
}歩
】
歩
高
揚
し
、

階
級
化
す
旬
狼
山
闘
争
-
部
落
大
衆
と

島
働
者
人
民
の
闘
い
に
恐
怖
し
、
そ
れ

に
対
ず
る
一切
の
融
和
-
分
断
策
動
も

冗
配
階
級
の
危
機
を
拡
大
す
る
も
の
で

し
か
な
い
と
判
断
し
、
そ
れ
を
排
除

し
、
あ
く
ま
で
も
無
実
の
部
落
民
石
川

一雄
氏
を
「犯
人
」
に
仕
立
て
あ
げ
、

「会
罪
-
獄
申
幽
閉
」
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
狭
山
闘
争
-
部
落
解
放
闘
争
の

圧
殺
、
目
本
階
級
闘
争
の
反
革
命
的
収

約
を
叡
図
し
て
か
け
ら
れ
た
収
誤
な
の

'ど

遭
_ヨ'=㍉

;に一闘

∋窓
.=:竃

7匹 ≡三

圃

し
て
い
る
。
戦
闘
的
部
落
青
年
は
、
我

々
と
共
に
闘
い
、
ま
た
10
。
29
以
降
よ

す
ま
す
我
々
の
闘
い
に
庄
目
し
、
緒
策

を
開
始
)て
い
る
。

10
・
29
闘
争
の
意
護
を
は
っ
き
り
催

認
し
、
切
り
拓
い
た
地
平
を
曳
に
汲
及

せ
し
め
よ
つ
で
は
な
い
か
。
今
は
ど
、

そ
の
ζ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
賂
は
も

ヒ

い
.
我
々
は
獄
中
e
負
川
一
雄
氏
と
ズ

論
暫
開
始
し
た
。
(
U
川
氏
か
り
我
々

へ
の
手
紙
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
か
き
よ

♂
)
我
々
は
、
狭
山
政
治
決
戦
を
闘
い

抜
い
に
戦
士
と
し
て
、
断
固
と
し
て
諦

浩
解
放
闘
争
を
闘
い
抜
く
。

我
々
の
闘
い
に
紺
し
、
今
、
全
国
で

「
員
川
・
五
戦
上
と
邸
'に
闘
う
会
」
が

秘
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
同
会
は
、

我
々
と
豊
詩
し
、
石
川
一雄
氏
と
人

一ヨ
§

目
羅

匡

に
結
集
蛭
よ
.蛭

一

=
二
=

随
ー

瞼
匡
.

全
」
な
る
国
民
運
動
化
暫
鷺
日
丈
の
敵

対
を
利
用
し
つ
つ
促
進
し
、
文
字
通

り
、
部
落
解
放
闘
争
に
ト
ト
メ
を
刺

し
、
三
百
万
部
浩
大
衆
へ
の
郵
別
、
抑

圧
、
搾
取
の
強
化
ー
部
浩
差
別
の
法
制

的
政
治
的
固
定
化
を
通
し
て
国
民
続
合

達
遂
心
し
、
更
に
、
労
働
石
階
級
自
身

の
団
結
の
解
体
を
図
り
、
「本
⊥
」
1

「臨
時
工
」
ー
「
社
外
工
」
、

「
現

役
」
ー
「〉
備
役
」
オ
貰
く
団
結
の
徹

底
し
た
分
断
も
な
し
、
近
代
的
身
分
制

屋
を
台
埋
化
の
推
進
と
共
に
[
挙
に
確

立
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
又
配
階
級
の
政
撃
に
何
り
対

決
で
き
ぬ
ば
か
り
か
、
司
法
の
中
y
、

裁
判
の
独
立
な
る
幻
愚
に
ひ
肥
っ
て
い

た
国
民
主
義
、
蹟
食
ヱ
義
潮
流
は
、
そ

し
っ
つ
、
司
法
の
フ
ァ
ッ
ン
ヨ
釣
再
編

。
強
化
に
笑
力
対
決
し
、
糾
弾
の
階
蔽

的
薦
命
的
貫
徹
-
勝
利
の
方
向
性
を
、

高
裁
突
入
占
拠
闘
争
を
も
っ
て
突
き
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
閣
い
こ
そ
、
部

浩
解
放
聞
争
-
狭
山
闘
争
の
、
一
切
の

融
和
ま
義
勢
力
を
裂
き
破
っ
て
進
む
へ

き
勝
利
の
血
路
を
切
り
開
い
た
の
だ
。

10
・
31
以
降
、
一挙
に
噴
出
す
る
譜

階
級
の
攻
馨
と
、
日
共
の
敵
対
に
対

し
、
も
は
や
、
国
民
土
義
、
議
会
主

義
、
合
法
1
義
潮
流
、
更
に
は
、
ス
タ

ー
リ
ニ
ス
ト
亜
流
、
申
間
工
義
潮
流
に

至
る
ま
で
、
一
切
の
解
決
能
力
を
失
つ

て
い
る
。
も
は
や
分
妓
は
、
大
衆
的
で

あ
る
か
占
か
、
「戟
闘
附
」
で
あ
る
か

奮
か
を
越
Fへて
、
階
級
的
分
阿
が
進
行

に
、
我
々
の
裁
判
闘
争

(狭
山
闘
争
の

一
理
)
と
狭
山
闘
争
を
闘
う
も
の
と
し

て
、
多
く
の
労
働
者
、
部
落
青
年
、
学

生
の
結
集
を
か
ち
と
り
、
す
で
に
、
十

二
月
十
五
日
、
第
十
九
波
東
拘
包
囲
実

力
糾
弾
闘
軸
を
、
そ
し
て
十
二
月
二
十

日
に
は
、
我
々
五
名
の
勾
留
理
田
開
示

が
判
闘
争
を
、
圧
倒
的
な
部
隊
四
白
名

の
粘
集
を
も
っ
て
闘
わ
れ
、
一
月
一日

」
は
、
東
拘
の
獄
壁
を
貫
い
て
、
我
々

勧
川
氏
、
てし
て
獄
中
茜
に
灯
し
、
熱

『
な
連
帯
の
ア
イ
サ
ソ
ア
噌旭
2
て
く
れ

よ
し
た
。

金
て
の
女
人
譜
君
/
愛
働
着
、
部
洛

茜
年
、
㌢
生
盾
召
ー

九
-
十
月
狭
山
政
治
決
戦
、
ω裁
氏

力
占
拠
闘
争
の
地
Ψ
を
史
に
拡
久
発
展

さ
せ
、
狭
山
差
別
哉
判
糾
弾
闘
争
の
勝

利
、
部
落
謁
全
解
放
に
向
け
た
不
哉
の

陣
型
を
「石
川
一
雄
氏
と
連
帯
し
、
10

・
29
東
夙
高
裁
突
入
占
拠
闘
争
h
戟
上

と
共
に
闘
つ
会
」
(略
称
「看
川
・
上

戦
上
ζ
夫
に
闘
っ
会
」
)
に
粘
集
し
、

築
き
あ
げ
、
共
に
勝
測
の
日
ま
で
闘
わ

ん
/我

々
の
第
一
回
公
刊
は
、
」
月

一†

ヱー
目

(火
)
東
京
地
裁
で
す
.
∬
倒
削

な
武
盈
粘
集
を
呼
び
か
け
ま
す
。

我
々
の
裁
判
闘
債
を
、
狭
山
ム
別
裁

判
糾
蛸
の
嵐
で
埋
め
つ
く
し
、
史
力
糾

弾
を
緑
い
し
り
せ
て
や
O
つ
で
は
な
い

か
ー尚

、
「
口
川
・
五
戦
上
の
会
」
の
埋

絡
ル
は
、
乞
国
は
左
岨
の
欧
で
ず
.

東
斌
都
糧
谷
区
道
玄
叔

一-
帰
一

滝
ふ
伯
じ
ル
4
L脚ー3年

乳
化
凹
気
d

百
川
「噛
氏
か
り
の
玉
祇
ノ
訳
に
ρ

ざ
よ
す
。

「遅
れ
ば
せ
ち
か
り
、
誼
ん
こ
新
含

の
倒
俣
拶
を
甲
士
げ
よ
す
。
威
に
翻
」

寧
な
賀
状
吃
あ
り
が
と
う
。
同
こ
」

は
、
10
。
29
鼓
ロ
ゴ
に
疋
人
し
、
「
朕

山
の
戟
士
こ
こ
に
あ
り
」
と
全
兄
弟
沌

ア
ピ
ー
ル
し
ぐ
ト
O
っ
た
罫
κ
フ
ノ
月

の
ニ
ュ
ー
ス
で
劃
り
、
廠
激
も
ひ
ζ
し

お
で
あ
り
ま
し
だ
"
今
目
、
B
帝
国
ぷ

権
力
は
狭
山
闘
軸
を
ム
路
,$
9
勾
し
「

年
代
中
期
階
激
闘
争
を
、
部
落
解
旗
闘

争
の
圧
倒
的
大
高
揚
に
最
も
恐
怖
し
、

日
南
ー
寺
尾
目
身
、
無
実
を
尽
知
の
⊥

で
孟
別
判
決
を
体
嗣
的
全
皇
量
4
か
け

て
強
行
し
た
の
で
あ
り
、
都
浩
ガ別
・

人
民
分
断
支
配
を
せ
ん
か
ん
め
の
反
車

命
的
超
反
動
凶
攻
緊
を
か
け
て
き
九
こ

と
に
他
な
り
な
い
の
で
す
。
故
に
、
私

は
、
反
動
的
寺
尾
の
暴
挙
に
潜
し
、
弾

丸
の
雨
を
見
舞
つ
と
共
に
、
椎
力
打
飼

に
更
に
燃
え
て
闘
い
抜
く
決
意
で
唐
り

よ
す
.
そ
れ
に
ト
告
趣
種
9
の
鑓
出
朋

限
も
土
丁
一
年
一
月
二
十
八
日
よ
で
と

決
冗
さ
れ
、
弁
護
団
も
現
時
点
で
亭
解

阿
系
一
二
八
人
か
選
任
さ
れ
⊂
わ
り
よ

ジ
の
て
、
私
も
心
し

、球
中
闘
卸
'
桃

け
て
ゆ
か
ね
ば
と
毎
日
ペ
ン
そ
瓦
り
せ

て
お
り
ま
す
。

い
、9
れ
、
同
ざ
に
は
∫
祇
く
善
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
、
何
し
る
米
儒

が
多
く
、
巌
の
ま
よ
に
な
り
91
、
そ
れ

の
み
が
心
占
し
く
思
ノ
て
い
よ
ザ
。

(東
殉
か
り
は
蝦

「回
し
か
晃
信
で
.¢

な
い
.
一
回
二
坦
よ
で
で
便
嶺
-
放
よ

で
i
召
)

運
劒
不
足
な
と
か
b
こ
か
く
健
康
'」

害
し
な
が
り
、
く
れ
く
れ
も
こ
留
慧
の

上
、
獄
甲
闘
毎
弓
貫
徹
し
こ
↑
さ
い
。

他
同
ム
に
も
よ
Oし
＼
。
く
れ
ご
は
ま

た
い
ず
れ
」

尚
、
石
川
一
頚
氏
は
、
現
右
、
戎
々

の
初
公
剛
(

月
.
「卜
α
目
)
二
同

け
、
/

T
り
'
吾
い
・
、
但

い
い

ず
。

で
き
ま
す
れ
は
、
貴
親
織

(自
治

会
、
部
港
解
放
研
究
会
、
狭
山
実
行
委

員
会
、
行
劒
委
輿
会
)
の
狭
山
闘
争
の

総
括
と
、
今
後
の
力
針
、
現
仕
の
麗
い

と
課
題
に
つ
い
て
、
お
し
ら
せ
下
さ

い
。
今
後
と
も
、
シ
い
に
論
し
台
い
、

交
痂
し
、
女
に
狭
山
闘
争
の
歴
史
的
勝

利
を
か
ち
と
や
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

〕い
つ
く
せ
な
い
ホ
十
分
な
又
蠕

で
9
か
、
↓
雅
下
さ
い
。

友
人
諸
召
へ
。

10
・
29
東
小
向
裁
叉
入
自
拠
闘
争
戦

」
、
東
徊
耐
拍皿
脂
の
内
B
りこ
と

南
野
正
人

尤
品
、

U
川
・
び
戦
ー
と
人
に
闘

う
論
「
へ
の
晒
集
、
」
ノ
ハ

曳
、日
し

、
ソ
。

年

ロ

昭年

激動 の昭

白

全六巻

賢体裁 各巻A4判 レザ

上製本

平均9

平均項目

 

細年度

全6巻 揃

各巻分売

 

価

京大志望生必読の書

因圏図回〔蜀囚@因 圃o
「
凶 サ 地1配 」 と い 、、 ん)い 「孔'」 つ

㌔1、 現hの 又 験'1呂 君[L)1、L1♪

tい[人{兄 か 山 リ 、 、)し たiノ、兄の1-.、.

L」 れ は 人,の 人 像J、 リ し1【」1匁〃 ノLゴILん ♪

⊆(1る 。 他 の 又 験 ノL向 け の 雑 記 力 入1八L合 格

づ 《}こ と を 第 一 の 重 ・11とし て さ た な12は 、 孜

誠 は よ す ガ 飾 大 戸を 正 確 に仏 え 勾 こ と を 目 的

と した 。 示 人 の 歴 史 、 」韻p科 の 紹 介 、 ♪ゴ 人

ノ1の て 識 写 に 多 く の ス ペ ー ス をf丈 用 した の ∪

くの ん め で め る 。

過 去3ケ11入 試 問 題 解 各 解11>己

IR分 孤 に よ る 木 春 ノM氏 」・翌i

基 大 の 肚 史 と 」bl3紹 介

先 『墨 か ら後 輩 へ

教 授 随 想

し

¥1,000

 

0

γ

`


